
65
審における裁判員裁判対象事件の新受人員貝

1延べ人員である。
2受理後の罰条変更により，裁判員裁
になったものを含まず，同事件に該当
たものを含む。

3裁判員裁判に関する事務を取り扱う
支部に起訴された人員を除く。
4令和3年の数値は，速報値である。

判対象事件
しなくなっ

支部以外の

新受人員

平成24年 1,457

25 1,465

26 1,393

27 1,333

28 1,077

29 1,122

30 1,090

令和元年
『 1,133

2 1,004

3 793


